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　日本教職員組合は、第110

回定期大会を９月25～26日に

都内からのWeb配信にて開催

し、２年間の総括とともに今

後２年間の方針、当面のとり

くみについて議論しました。

　清水秀行中央執行委員長あ

いさつでは、子どものゆたか

な学びの保障、学校の働き方

改革の推進、教員免許更新制

の見直しなどについて課題と

今後のとりくみを示しました。

また、「Webの会議であって

も、画面を通じて顔を合わせ、

心を込めて言葉を伝えましょ

う。運動を語り合いましょう。

第110回日教組定期大会開かれる

 　　Heart to Heart の組合へ

第110回日教組定期大会開かれる

 　　Heart to Heart の組合へ

Heart to Heart の組合活動、つまり腹を割っての話し合

いです。そのことが組織の拡大・強化にもつながってい

くと考えます」と参加者に呼びかけました。

　討論では、教職員のいのち・健康に関わり学校の働き

方改革が急がれる一方でＩＣＴや感染症への対応におけ

る課題などについて報告が多くありました。さらに、過

密なカリキュラム、全国学力・学習状況調査などから生

じる問題点についてふれられ、学ぶ意欲や学び合う人間

関係づくりなど子どもたちが主体となる学び、ゆたかな

教育を追求していく重要性について述べられました。

　日教組香川からは、代議員として嶋村委員長が参加し

ました。組織拡大・強化の討論では、連合香川に同僚か

らのパワハラを相談された方が、組合に加入し、休職明

け希望通りの人事異動になったこと。そして、改めて組

合の存在意義を確認したことを報告しました。

Webでの日教組定期大会Webでの日教組定期大会Webでの日教組定期大会

Webで討論に立つ嶋村日教組香川委員長
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10月第1週は日教組労働安全衛生週間です

　日教組は、働くもののいのちと健康を守り、教職員

がいきいきと働き続けられる職場をめざして、10月第

１週を「日教組労働安全衛生週間」（今年度は10月４

日～８日）として、労働安全衛生にかかわる啓発活動

にとりくんでいます。

　７月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」

が閣議決定され、教職員の業務削減の重要性について

明記されています。また、2023年から予定されている

学校現場の定年引上げについては、60歳までと同じよ

うに働き続けることに大きな不安が寄せられています。

だれもが働き続けられる職場への改善は喫緊の課題で

す。

　この労働安全衛生週間をきっかけに、みなさんで意

見を出し合い、だれもが働きやすい職場環境をつくる

ためのとりくみをすすめましょう。

　それでは、話し合いをする前に、基礎知識の共通理

解からはじめましょう。

基礎知識　その１　「労働安全衛生法」とは？
　労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健

康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成す

る」目的で制定された法律です。

　また、その手段として「労

働災害の防止のための危害防

止基準の確立」、「責任体制の

明確化」、「自主的活動の促進

の措置」など総合的、計画的

な安全衛生対策を推進すると

しています。

　長時間労働者への面接指導

も、労働者の健康を守るため

のものです。

基礎知識　その２　教育職員の精神疾患による病気休
業者は高止まりしています。

基礎知識　その３　「過労死等防止対策大綱」が見直
されました(７月30日)
　　　（厚労省「「過労死等防止対策大綱」の変更について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021.7.30)より抜粋）

労働組合等の役割が明記されています

　過労死等の防止のための対策は、職場においては第

一義的に事業主が取り組むものであるが、労働組合も、

職場の実態を最も把握しやすい立場にあることから、

労働者保護の観点で主体的に取り組む必要がある。

〇労働時間の把握・管理、メンタルヘルス対策、ハラ

　スメント防止対策が適切に講じられるよう、職場点

　検等を実施。

〇事業主への働きかけや労使が協力した取組を行うよ

　う努める。

〇相談体制の整備や組合員に対する周知・啓発、良好

　な職場の雰囲気作り等に取り組み、組合員から相談

　があった場合には、迅速な対応をするように努める。

教職員について国がとりくむことが明記されました

・中教審答申（2019.1.25）において、教師の業務の適

　正化をはかること（注１）が提言されており、文科

　省において、とりくみを促す。

・「中教審答申」「改正給特法」等にもとづき、教職

　員の勤務時間管理の徹底、公立小学校における35人

　学級の実現をはじめとした教職員定数の改善、外部

　人材の活用や部活動改革、学校向けの調査の精選・

　削減などの様々なとりくみを推進する。

・労働安全衛生管理を一層充実するとともに、相談体

　制の充実等のメンタルヘルス対策、ハラスメント対

　策を推進する。

　※注１　「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務」
　　　　について
　①「基本的には学校以外が担う業務」②「学校の業務だが、
　必ずしも教師が担う必要がない業務」③「教師の業務だが、
　負担軽減が可能な業務」に分類し、役割分担を行うこと。



基礎知識　その４　　
衛生委員会（安全衛生委員会) は定期的に開催されて
いますか？
１≪衛生委員会の運営について≫　

※衛生委員会の規定について、教委の学校教職員安全

　衛生管理規程を確認してみましょう

　・在校等時間の記録をもとに、長時間労働の削減の

　　ため、業務削減について協議

　・業務量の負荷が特定の人に偏っていないか、休日

　　が取れているかなど、健康障害の防止

　・メンタルヘルスチェックの結果をもとに、職場改

　　善についての協議

　・ハラスメント事案など、精神的健康の保持増進を

　　はかるための対策　

２≪構成メンバー≫

　・管理職、衛生管理者（資格を持つ人）、産業医、

　　労働者　

 　　＊産業医の衛生委員会への出席は、任意です。

３≪衛生委員会のルール≫

　①毎月１回以上開催すること

　②委員会における議事の概要を労働者に周知するこ

　　と

　③委員会における議事で重要なものに係る記録を作

　　成し、これを３年間保存すること

　体調に不安がある人、治療を続けている人、家族の

育児・介護をしている人・・・

　「仕事があるから仕方がない」では続けられない教

職員もたくさんいます。

　だれもが働き続けられる職場にするためには、どう

したらよいでしょうか。

　長時間労働を是正し、正規の勤務時間で終われるよ

うにすることもとても重要です。

　今、分会で何ができるのか、どんな工夫が必要か、

考えてみましょう。

　９月１９日、Ｗｅｂで、２０２１「母と女性教職員

の会」全国集会が開催されました。日教組香川からは

３名の組合員が参加しました。

　全体講演での染谷明日香さんの「性教育をアップデ

ートしよう～子どもたちの健やかな未来を守る包括的

性教育～」では、ネットなど偏った性の情報の中で子

どもがおかれている現状から、性教育は体のことを学

ぶだけでなく、多様な性のあり方や性同意といった性

における子どもたちの幸せを実現するための教育に更

新、アップデートしていかなければいけないと痛切に

思いました。

　性教育は人権教育のスタートだなと思います。校則

や制服(標準服)といった学校のシステム自体が社会の

性差別や偏見を再生産する仕組みに組み込まれている

ことに気づきます。教員自らその仕組みを変えるため

に忖度せず、「わきまえない」で少しでも社会を変え

ていかないといけないと思います。

　折角ＬＧＢＴＱに対する理解を深めようと教育課程

に入れていたのに、管理職が変わると変更されるなど

の後退も現実には起きています。

　誰もが生きやすい社会にするためにコロナ禍の今、

たくさんの課題もありますが、共にがんばっていきま

しょう。

ひとつひとつのとりくみを確実にすすめていくことで、

　　　過労死や精神疾患による病休者も減らすことができます。

職場の課題を持ち寄って、改善にむけて労使で話し合いましょう

〔分会で話し合ってみましょう〕

　みなさんの職場は、

　　　「だれもが働き続けられる職場」になっていますか？

 

子育てをしながら働
けるかどうか不安。
みなさんに迷惑をか
けてしまう。続ける
のは無理かも。

仕事があるから
今日もまだまだ
帰れない。何時
になるかな。

定年引上げされた
けど、60歳前と
同じ働き方を続け
ていくのは、正直
厳しいなあ。

２０２１ 母と女性教職員の会



県議会代表質問

 　米田県議（かがわ立憲みらい）、県の教育施策を問う
　９月１７日、香川県議会で、米田晴彦県議(かがわ立憲みらい)

が、代表質問で「教育基本計画」について取り上げました。

（米田県議質問）

　教育基本計画について伺います。

　まず１点目は、相対的のみならず絶対的貧困にまで及んでいる

貧困と教育格差について、分析と対策が弱い点です。

　家庭の経済格差が教育現場の至る所で問題となって噴き出して

いるにもかかわらず、あまりにも言及が無さすぎます。授業の内

容がわからないが小学校で４人に１人、中学校で４割にのぼって

いること自体、異常です。学力が身につかないまま高校に送り出

している現実を放置するのでしょうか。出ていく先の社会の方も

不安定雇用が大きな口を開けて待っているから大変です。

　子どもたちは見ています。学力のある子も含めて「ああ手助け

しないんだ」、それが子ども全体の自己肯定感の低さにもつなが

っていると考えます。

　教育格差に対する現状認識と教育課題全体の中での位置、「個

に応じた指導の充実を図る」としていますが、具体的にどのよう

に取組みを進めるのか、お示しください。

　２点目は、国を捨てる人材を養成しようとしていないかという

懸念です。

　かつて、兵庫の豊岡に日本のペスタロッチと呼ばれた東井（と

うい）義雄という教育者が「村を捨てる力、村を育てる力」とい

う概念を提唱しました。「学力」だけ伸ばしても優秀な子どもほ

ど東京に出て行ってしまい、村は疲弊するばかり。もっと共同体

を豊かにする教育に転換を、と主張したのです。平田オリザ氏も、

文科省が進める「グローバル教育」を「教室にいる４０人のうち

３９人を犠牲にして、１人のユニクロ・シンガポール支店長を作

るような教育」だとその獲得目標の低さを指摘しています。香川

の「グローバル教育」は２１世紀版「村を捨てる学力」ではない

のでしょうか。

　私たちが目指すべきは、世界で闘う人材を育成するのでなく、

香川県そのものを国際化する人材だと考えますが、教育基本計画

のコンセプトはどちらを目指しているのか、お答えください。

　３点目は、「地域活力の低下」に教育行政が手を貸していない

かという問題です。

　幼・小・中から高校まで一貫した統廃合が推進されてきました。

残すための議論を教育委員会が主導した話は聞いたことがありま

せん。他県に目をやれば、徳島の阿南のサテライト方式、池田で

の分校方式の採用、クラウドファンディングでの神山高専の設立

や愛媛の今治北高校・大三島分校存続、島根の邑南町では町を挙

げた高校存続支援。幼・小・中でも、岡山県奈義町の小中一貫校

断念をはじめ小規模校を残す動きが各地で起こっています。地域

の中の学校と位置付けるなら、地域再生の議論の中で方向性を見

いだしていくべきと考えます。

　「郷土を愛し、郷土を支える人材の育成　郷土に対する愛着を

育てる」といいます。地域を壊す行為、地域と引き離す統廃合を

経験した子どもたちがそうなるのでしょうか。「地域の成り立ち

や地域社会へのさまざまな参画」を掲げていますが、学ぼうとな

るのでしょうか。子どもたちへの影響を振り返るときです。

　ＳＤＧｓ、持続可能な社会を語るなら、規模の経済、経済の論

理から解き放たれるべきと考えます。「小規模校では切磋琢磨で

きない」のエビデンス、今後の学校統廃合方針についてお示しく

ださい。

　４点目は、学校の序列化の進行と普通科偏重への問題意識の無

さです。

　「受験機会の複数化、学校選択の

幅の拡大、特色ある学校づくりの推

進」「専門教育の充実」を掲げてい

ますが、実際は序列化が進行してい

ます。学校の序列がある中での輪切

りの進路指導、作ってきた普通科志

向、現状の職業に対する序列意識が

ある中で、さらなる「学区の弾力化｣

は、弊害を助長するだけです。

　進めるべきは、小手先の「学校選

択の幅の拡大」ではなく、学区内での選択肢の提供であり、専門

高校の地位を高めることです。

　序列化を打破し、多様性、自己肯定感を作り出す方策が必要と

考えますが、教育長の御所見をお聞かせください。

（教育長答弁）

　近年の全国学力・学習状況調査の結果を見ると、本県では正答

率の低い児童生徒の割合がやや高い状況となっており、誰一人取

り残さない教育の実践が、引き続き重要な課題であると認識して

おります。

　県教育委員会では、少人数指導や少人数学級などの指導体制を

整えるとともに、各学校においては、授業の中でつまずいている

子どもを把握し、きめ細かな指導の充実に努めてまいりました。

今年度は新たに、求められる授業像をまとめた「さぬきの教員 

授業づくりの三訓」を作成したところであり、公立小・中学校全

教員に配布し、子どもたちの興味を引き出す授業づくり、友達と

語り合い、話をつなぎながら学びを深めていく授業づくり、そし

て頑張りを認め、励ます授業づくりを推進してまいります。

　グローバル化や情報化の進展により、地域が世界に直接つなが

る時代を迎えており、世界とのつながりの中で地域の産業や経済、

生活は成り立っていくものと考えております。このため、広い視

野を持ち国際的な素養を身に付けた地域を担うグローバル人材の

育成を、教育基本計画ではめざすこととしております。

　小中学校の適正規模は、学校教育法施行規則では、１２学級以

上１８学級以下が標準となっており、国の適正規模に関する手引

では、設置者である各市町が、それぞれの地域の実情に応じて主

体的に検討するものとされています。子どもの成長を考えたとき、

発達段階に応じて社会性を高めることは大切な要素であり、高等

学校においては、多様な人間関係や様々な活動の中で、他者と協

働・共生していく能力等を育むとともに、多様な学びのニーズに

応えることが重要であると考えております。そのため、一定の学

校規模の確保と魅力ある教育環境の整備に努めてまいります。

　現在、高等学校においては、各高校が特色ある学びを展開して

おり、専門高校においては、各種コンテストや研究発表等に挑戦

する「専門高校チャレンジスピリット育成プラン」や、最新技術

習得のための実技講習会などを行うことで、専門高校ならではの

魅力化を図っております。今後も、各高校の魅力を中学生や県民

の皆様に広く発信することを通じて、中学生が主体的に高校を選

択できるようにするとともに、生徒の多様なニーズに合った学び

を、全県的視野に立って総合的に保障してまいりたいと考えてお

ります。

　県教育委員会といたしましては、今議会に提案しております

「教育基本計画（案）」の各施策を推進することにより、「郷土を

愛し 夢と志を持って 自ら学び 歩み続ける人づくり」に向け、

未来を担う子どもたちの学びと成長を支えてまいります。



算数の授業で役立つ小技や小ねた⑱
教育実践講座 Ⅱ　

＜面積＞
　面積の導入は大きさ比べでやろう
　教科書も広さ比べから入っています。しかし、そこ
で扱われる広さは長方形や正方形がほとんどです。こ
の導入はシンプルでいいのですが、おもしろみはあり
ません。そこで面積の授業の導入で面白いやり方を２
つ紹介します。
　一つは「陣取りゲーム」です。
　用意するのは画用紙１枚だけです。２人から４人で
行います。
ルール
・画用紙の４隅に自分の陣地の基点をおきます。最初
の基点は自分の消しゴムをかたどってかきこみます。

・参加者でじゃんけ
んをします。じゃん
けんで勝った人が自
分の陣地を自分の押
した拇印の広さで広
げられます。
・但し、パーで勝つ
と１拇印、グーで勝
つと２拇印、チョキ
で勝つと３拇印陣地

を拡大できます。（できるだけ正方形になるように広
げさせる）
・ある程度時間が経過した時点で止めます。
・誰の陣地が一番広いかを考えさせます。
ここで、子どもたちに「どうやって一番を決める」と
聞くと、ほとんどの場合拇印の数を数えると言ってき
ます。しかし、一人一人の拇印の大きさが異なるので
数では決められない事に気付きます。

・そこで陣地を切り
出して透明方眼を上
にのせ、おおよその
広さを出してどちら
が広いかを決めます。
・同じぐらいの広さ
の場合ははみ出した
部分は他のはみ出し
た部分と合わせて数
えるようにします。
・こんな風にしても
決着が付かない場合

は引き分けにします。
・このゲームのねらいは、でこぼこした形であっても、
方形に置き換えることをすれば、広さ比べができる事
を理解してもらう事がねらいです。

もう一つは＜誰の手のひらが一番広いのか調べよう＞
　これはもっと簡単です。方眼紙の上に自分の手をお
いて周りを鉛筆でなぞり、おおよその広さを測るとい
うやり方です。単純ですけれど子どもたちはおもしろ
がってやります。

・方眼からはみ出ている部分は
「陣取りゲームと同じではみ出
した部分は他のはみ出した部分
と合わせて数えるようにします。

　これをやると意外に手の
大きさはばらつきがあるこ
とに気がついたりします。

この２つの導入はあくまでも広さは１cm角の正方形が
いくつ分の広さであるかで比べることができる事を知
ってもらうための前段です。

次に方眼の上に長方形や正方形を置き、かけ算でマス
目の数を出します。

・まず、どちらが広いかを
見た目で判断してもらって
予想を立ててもらいます。
・これまでと違って、マス
目が見えません。そこで長
方形と正方形にマス目がど
れだけあるのかを計算で求
めることができる事を伝え、
みんなで考えてもらいます。
・程なく、マス目の数が

「縦の辺長×横の辺長」で分かることを発見します。
正方形６×６＝36　1cm角36個
長方形５×７＝35　1cm角35個　　正方形が大きい

最後に、単位の秘密を教えます。
・左から順にマス目を求め
る式を書いていってもらい
ます。
・３×３＝９→１cm角９個
・２×２＝４→１cm角４個
・１×１＝１→１cm角１個
➔(1cm×1cm＝１㎠)平方cm
これが面積を表す単位であ
る事を知らせます。
・これまで扱ってきた図形
の広さをcm×cmで計算して

単位をつけます。
　　6cm×6cm＝36㎠　　5cm×7cm＝35㎠　　
　　3cm×3cm＝9㎠　　 2cm×2cm＝4㎠
（教科書では面積の単位１㎠が＜1cm×1cm＞であるこ
とを教えるようになっていませんが教えるべきです。
このような手順を踏めば、無理なく理解できます。）

石原清貴氏

石原清貴（元小学校教員）
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（立憲民主党香川県総支部連合会代表）

2021年６月日教組香川定期大会で
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衆議院議員　小川淳也
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2021年９月、日教組香川執行委員会で推薦決定

衆議院議員　玉木雄一郎
（国民民主党 香川県総支部連合会代表）

2021年９月、日教組香川執行委員会で推薦決定


